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シンポジウム 

「東日本大震災をとおして見えてきた公共サービスの現状と課題」 

 

コーディネーター 菅沼栄一郎 朝日新聞記者 

パネリスト    山中 茂樹 関西学院大学災害復興制度研究所教授 

         伊藤 久雄 東京自治研究センター研究員 
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〈シンポジウム開会〉 

花村靖公務労協副事務局長 

 昨年三月一一日の大震災から一年がたちます。被災地では引き続き復旧・復

興に向けた懸命な努力が続けられています。私たちの仲間も職務の遂行、労働

組合の社会的役割を果たすための取り組みなど、それぞれの立場で精いっぱい

頑張っています。 

 本日は、この大震災の中での公共サービスの現状と課題をテーマにシンポジ

ウムを開催することといたしました。皆様の、議論への積極的な参加をお願い

いたします。 

 申しおくれましたが、本日の司会を務めさせていただく公務労協の花村です。

どうぞよろしくお願いいたします。まずは、主催者を代表いたしまして、公務

労協議長・中村讓よりごあいさつを申し上げます。 

 

 



 2 / 34 
 

〈主催者あいさつ〉 

中村讓公務労協議長 

 公共サービスキャンペーン開始中央集会・シンポジウムに各構成組織から、

そして全国からお集まりの皆さん、大変ご苦労さまでございます。また、シン

ポジウムのご出席をお引き受けいただきましたコーディネーター、パネリスト

の皆さんにも御礼を申し上げたいと思います。加えて、後援をいただきました

連合、早稲田大学メディア文化研究所に感謝と御礼を申し上げます。主催者を

代表いたしまして、あいさつをさせていただきます。 

 公務労協は、協議会結成以来、格差の拡大や雇用情勢の悪化などによる社会

不安が広がっている中、だれもが安心して暮らせる公平で公正な社会をつくる

ため、「良い社会をつくる公共サービスキャンペーン」の取り組みを進めてきま

した。 

 二○○九年には、公共サービス基本法の制定を実現させ、幾つかの自治体で

はモデルとなり得る取り組みも始まっています。この取り組みでは、行政だけ

ではなくＮＰＯや民間企業などが協働し、市民のニーズや苦情にこたえること、

市民の身近なところでサービスの内容が決定され、情報公開が徹底されること、

このサービスを担う労働者が安心して生き生きと働けることもあわせて目指し

ています。 

 本中央集会・シンポジウムでは、東日本大震災から一年に当たることから、

復旧・復興の中での公共サービスの現状と課題を問い直し、あるべき公共サー

ビスのあり方について議論を深めます。あわせて公共サービス基本条例制定の

必要性についての理解を深め、共有し合い、今後の取り組みに資するものにし

ていきたいと考えています。 

 戦後、ずっと続いてきた成長の時代がとりわけ一九九○年代以降、年率一か

ら二％の低成長期に入っています。経済の成長と活性化のみが少子高齢化、格

差問題、雇用問題等の社会的課題を解決するという考え方や政策では到底無理

で、もはや限界に来ています。エネルギー問題等も考えると、新たな政策展開

の必要が迫られています。また、経済成長至上主義が限りある資源の枯渇を招

き、温暖化や環境破壊を進行させ、生命の危機をも生じさせています。市場の

暴走を容認しての巨額の財政支出は、国民生活を保障する福祉の抑制、切り捨

てから、国家そのものの存在を揺るがす事態にまでなっています。多くの人々 

がこのように思っているのに、打ち破る次の一手が見出せないことから閉塞感

が社会に漂っている現状にあります。 

 幸福を等しく実感できる公平公正な分配を実現する政府の役割と、政策の具

体化が求められているのに、民主党政権はぴりっとしていません。この間、さ

まざまな調査から国民が望んでいるのは、豊かさはそれほどでもないが格差の
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小さい国、税負担はあるが社会保障などの行政サービスが手厚い国です。公務

労協が主張してきているところと同じです。緑の経済と社会インフラ、公共サ

ービスなどで雇用をつくり出し、持続可能性を追求する、こうした視点からの

政策が求められています。 

 私たちは働きがいのある人間的な労働を中心とする、ともに生きる社会の創

造と、それを支える公共サービスの実現を目指して頑張り合いたいと思います。

官による公の独占から市民に公を開放しようという側面をもつものでもあり、

明治以来の社会構造の世紀的な転換の取り組みでもあります。 

 公務員制度改革が給与削減や定員削減問題として消費税の前の身を切る努力

と矮小化され、公務員バッシングをキャンペーン展開し、総人件費を削減する

ことが公務員制度改革だと勘違いをしている向きがあります。公共サービスや

新しい公共のあり方としてとらえ直す改革論議が後ろに押しやられています。

日本は今でも十分に小さい政府で、ＯＥＣＤ諸国と比べれば一目瞭然でありま

す。地方財政は給与の独自削減と、財政健全化の努力により、基礎的財政収支

は黒字化しています。また昨日、国公の皆さんの身を切る努力によって法とし

て成立する、こうした努力も重ねてきております。 

 多くの都道府県職員は九年連続、市町村職員は一一年連続の給与減額を受け

てきました。一三年連続というところもあります。地方財政の厳しい原因が公

務員の給与と定員、つまり総人件費にあるというのはプロパガンダです。生活

保護受給者の増加など格差と、雇用をつくり出せないでいることにこそ問題の

根幹があります。 

 小泉改革で結果したのは、格差と社会的インフラの崩壊でした。私たちは春

闘期における運動を本格化させるに当たり、公共サービス基本条例の制定と、

こうしたマスコミ論調、プロパガンダに対抗して、発信量を多くしていく必要

があります。中央では、連合、公務労協として、強くプッシュしていきます。

また、各構成組織におかれましても、産別ニュースや学習会等で、あるいは地

元議員への働きかけ等、機会あるごとに行って、発信量を多くしていくことが

大切だと思っています。 

 これは、公務公共サービスの最前線で働く私たち自身がつくる運動、創造す

る運動であります。今、公務労協の組織と運動の原点が問われているというこ

とを共有化して、全構成組織一体感をもって当たりたい、ともに頑張りたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

 

 

【花村】ありがとうございました。それでは、早速シンポジウムを始めさせて

いただきます。本日はコーディネーターの菅沼栄一郎さん、パネリストの山中
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茂樹さん、伊藤久雄さんにお越しいただいております。早速ご登壇をお願いい

たします。それでは、菅沼さんにマイクをお渡しいたします。よろしくお願い

いたします。 

 

 

【菅沼】皆さん、こんにちは。菅沼栄一郎と申します。朝日新聞の記者をやっ

て三○年になります。きょうは、東日本大震災から間もなく一年ということで、

この一年を振り返りながら皆さんのお仕事、公共サービスというものの現状と

課題、これからどうしていけばいいかということをこの二時間、皆さんととも

に考えていきたいと思います。 

 まず、お二人のパネリストをご紹介申し上げます。皆さんに向かって右側が

山中茂樹さんです。山中さんは私の先輩です。大阪社会部のデスクをおやりに

なっていたときに、阪神・淡路大震災にお遭いになられて、神戸支局はご存じ

のように戦闘正面になりました。それ以来、山中さんの人生ががらりと変わり

まして、そのまま復興制度を考える記事を執筆する間に大学の先生にまでおな

りになってしまった。その前段として関西学院大学の研究所の設立に参加され

た。現在は、関西学院大学災害復興制度研究所の教授をおつとめになっており

ます。先生の著書の「漂流被災者『人間復興』のための提言」にも記述されて

いますが、今度の東日本大震災に対しては、「人間復興」ということをアピール

されておられます。 

 もうお一人、伊藤久雄さんです。東京都職員と自治労の役員を長くお務めい

ただき、また、いろいろな著書もお出しになっておられます。きょうは皆さん

のお仲間という立場も含め、これからの公共サービスをどう再構築していけば

いいのかお話しいただきたいと思っております。 

 さて、私、新聞記者になって最初に行ったところが福島県だったのです。一

九八○年、今から三○年前の福島市に四年間おりました。当時から原発はあり

ました。あそこは浜通りというのですけれども、浪江町や双葉町、富岡町を回

りまして、立派な体育館があるな、公民館もすごいな、でっかいなと、電源三

法交付金の存在というのを肌で感じておりました。 

 そこに一年前の震災があり、水素爆発があり、とても人ごととは思えません。

当時、私が四年間住んだのが福島県庁から阿武隈川を橋一本渡ったところの渡

利というところです。お聞きになられた方もあるかもしれませんが、セシウム

が塊になってかなり飛んできているところです。渡利にお住まいになっている

方々が非常にご苦労されているということで、私もしばしば福島周辺に取材に

行っております。 

 いかがでございましょうか。私も宮城、岩手のほうに月に一遍ぐらい通って
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いるのですが、皆様の中で、この一年間、被災地に足を踏み入れられた方は手

を挙げてみてください。 

三県以外にも茨城県も被災地に含め、これらの県の自治体への応援や、ご親戚

への対応、そして観光でも結構です。どれぐらいの方が、被災地に足を踏み入

れておられるでしょうか。――半分以上はいらっしゃるのですね。もうひとつ。

一年前の震災で人生観が変わったという方、どれぐらいいらっしゃいますか。

――余りいらっしゃらないのですね。三つ目。東京でも沢山の皆さんが帰宅で

きず、ターミナル駅にみんなが集まったということがありました。そして、東

京で四年以内に直下型地震が七○％の確率で起きるということもこの間報道さ

れました。これを聞いて、あるいは一年前の震災を経験して、ご自分で直下型

地震の備えを少しでもしておられる方、どれぐらいおられますか。――先ほど

の人生観が変わったという方々と同じくらいですね。人生観は余り変わってお

られないということなのですが、日本列島、あれ以来、一年間いろいろなこと

がありました。 

 これからの段取りとして、三時までの一時間近くこのお二人の講師の方にお

話をいただきます。お一方がずっと長くお話しすると、テンポもあると思いま

すので、まず最初に山中さんにお話しいただき、それを少し受けて伊藤さんに

お話しいただき、さらに補足をしていただきというようなことで、まずお二方

に二度ずつお話をいただきます。 

 それでは、山中先生、よろしくお願いいたします。 

 

 

【山中】兵庫県西宮市にある関西学院大学からまいりました。私どもの災害復

興制度研究所は、阪神・淡路大震災からちょうど一○年の二○○五年に設立さ

れました。主に復興についての研究をしております。また、日本災害復興学会

というものを二○○八年に立ち上げまして、全国の復興に携わる先生方、復興

リーダーの人たち、ジャーナリスト、いろいろな分野の人たちに集まっていた

だいて、各地の被災体験と現行法制度、あるいは社会システムの間にある乖離

というものをみつけて、少しでも改善していく方途をみつけようということを

やっております。 

 この東日本大震災が起き、福島大学に災害復興研究所が立ち上がりましたの

で、私ども研究所では、そこと連携協定を結んで、現在、主に福島から避難さ

れた方々の支援に向けての法制度のスキームづくり、あるいは阪神地域に避難

された方の支援をやっております。また、東日本支援全国ネットワーク（ＪＣ

Ｎ）というＮＰＯ組織と連携して全国の支援団体のネットワーク化を図れない

かという検討も進めております。 
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 それから、日本災害復興学会では、皆さん、それぞれの分野で自治体の復興

委員会などに入って立案等に携わっていただいておりますし、まとまった形と

しては、昨年一○月、岩手、宮城の首長さんたちにお集まりいただいて、復興

についての討論会を明治大学で開きました。また、この一月に、福島から浪江

の町長さん、福島大学の先生方、除染や賠償問題をやっていらっしゃる弁護士

さんにお集まりいただいて、主に福島についての議論をいたしました。 

 

○この国には復興についての制度がない 

 ここからが本題となりますが、少し刺激的なお話をして議論の材料にしてい

ただければと思います。阪神・淡路大震災のときに作家の小田実さんが「棄民

をつくるな」とおっしゃいました。阪神のＮＰＯも「最後の一人まで」を合い

言葉にしています。これらは単なる観念論的なものではありません。我々も、

実際に被災者の最後の一人まで助ける支援スキーム、あるいは法制度というも

のを提案していかなければいけないと思っているのです。 

 神戸には被災者責任という言葉があります。これは西宮にあるＮＰＯが震災

翌年に機関誌の巻頭言に掲げた言葉です。我々が東京に行って、「阪神はこのよ

うになっている」というと、東京の人は、最初は、「大変だったね、気の毒だね」

というように同情してくれますが、仮設住宅がどうだ、制度がどうだと言い出

すと、「阪神の人間はまだそんなことをいっているのか」と嫌な顔をするのが現

実です。でも、我々はやはり被災体験を皆さんにわかるような形にして、全国、

あるいは次世代に伝えていかなければいけない、それが被災者としての責任だ

ということを示す言葉なんです。これを、今では行政をはじめみんな共有して

いて、被災地責任とか被災者責任といいますけれども、これを踏まえ、関西広

域連合が東北に「押しかけ応援」をしたということで非常に有名になりました。

このように、阪神では、官も民も被災者責任を震災から一七年たってもまだ共

有しています。 

 あの体験というのは非常に強烈であって、先ほどコーディネーターの菅沼さ

んからもご紹介があったように、私の人生も変わってしまった。神戸には人生

が変わった人たちが随分多くおります。当時は長田で靴屋さんをやっていた人

が、今やもう災害ボランティアのカリスマのようになって、今度、岩手県の遠

野市に後方支援基地というのができましたけれども、そこに入ってＮＰＯの差

配をする。また、普通の看護師さんだった方が今や災害があればいつの間にか

避難所にあらわれるといった有名な人もいます。東日本でもそういう方々が今

後随分出てこられるだろうと思うのです。 

 ところが、問題は、この国には復興についての制度がないことです。全然な

いのです。そこが大きな問題と考え、我々は復興基本法試案というのを発表い
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たしました。菅政権が復興基本法みたいなものをつくりましたけれども、これ

は基本法というものはなくて、単なる特措法ですよね。 

 大きな問題になったものに創造的復興という言葉があると思うのです。実は

この言葉が復興を遅らせているのだろうと思うのです。阪神のときも、当時の

兵庫県知事の貝原俊民さんが創造的復興という言葉をおっしゃいました。これ

が随分議論のもととなりました。創造的復興というのは、開発指向というよう

にとられるのです。貝原さんの真意を聞いたことがあるので、実はそうではな

いのですけれども。一方で、市民運動の皆さんは生活復旧だといいました。復

興しなくていいのだ、元通りにしてくれたらいいのだと。ユーミンの歌にある

ように、あの日に帰りたいだけなのだと。しかし、そういう制度がない。我々

は復興ではなく復旧だと主張し、大きな議論となりました。 

 

○自然災害に対して国は責任がない。市民は「自力再建」「自助努力」 

 今回、菅さん、野田さんもそうですが、旧に復する復旧はしない、創造的復

興でなければならないとおっしゃいましたよね。これについて、どこまで貝原

さんの真意、あるいは当時執った兵庫県の施策を知ってか知らずか、どうも十

分理解せずにおっしゃったのではないのかなという気がいたします。なぜかと

いうと、創造的復興という場合、復興の法制度はありませんよね。レジュメに

も書きましたけれども、復興という言葉は災害対策基本法にたった二ヵ所しか

登場しないのです。それに対する基本法もなければ、実現するための支援スキ

ーム、それから実定法もほとんどないわけです。当時は被災者生活再建支援法

もありませんでした。要するに、創造的復興と言われたのですが、復興のため

の予算、あるいは法制度、それに至るプロセスというものを菅さんはどこまで

意識をして言ったのかなということがまず第一の疑問。 

 一方、被災者、市民にとっては、法制度上、復興はないわけですよね。復旧

もないのです。生活復旧といいましたけれども、皆さん、ご存じのように市民

生活にとっては復旧というのは何ら保証されていません。公共的な施設とか農

林施設とか、そういうものだけが復旧されるわけであって、市民は自助努力、

自己責任で復興しなければならないのです。そもそもを言いますと、大昔は復

興特需があると、それが経済的に循環して、いずれ被災者の懐にも還ってくる

のだというような考え方があり、もう一つは、法のもとに我々は理性的な人間

である、理性人であるから、不意の災害に備えて何らかの対策をとっておくの

が理性人としての行動であるという考え方があるのです。この二つの考え方に

よって自助努力というようにいわれてきました。 

 我々は今度の東日本大震災に対し、生業復旧、生業を戻すための支援がまず

第一になければならないということを各地で提案しましたし、現に政府に対し
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てもそういう提案書を出しました。東日本ではやはり水産業だと。しかし、菅

さんの創造的復興の中には、生業支援もなければ復興のためのスキームもなか

った、高台移転のためのスキームもなかった。昨年末、津波防災地域づくり法

案が国交省から出されて、ようやく実際にできるような形にはなってきました

けれども、長い空白があったわけです。これが大幅な復興をおくらせたのであ

ろうと思っているわけです。 

 復興についてどうも誤解されているところがあります。二○○五年ぐらいに

アンケートをしたことがあるのです。復興と復旧とはどう違うのかと自治体の

皆さんにお聞きしたことがあるのです。そうすると、皆さん、どちらかといえ

ば右肩上がりの考え方をなさいます。前よりよくなる。それも経済指標です。

人口とか経済指標で右肩上がりであろうと。ところが、二○○四年、新潟県中

越地震が起きました。山古志村というところが全村避難するだけの大きな被害

を受けました。ここの一般財源は多分三五億ぐらいですけれども、ここを復興

させるのに 一千億ぐらい金がかかるということで、そのときに当時の村長――

今、衆議院議員になられましたかね――が「帰ろう 山古志へ」「戻ろう 山古

志へ」を合い言葉にしたのです。それに対してアカデミズムとかマスコミなど

から、右肩下がりの地域にそれだけの公費を投入していいのかという議論が出

たわけです。右肩下がりだから、それぞれ被災者にお金をやって、もう平場へ

おろしたらどうかというような意見が出たということを泉田裕彦・新潟県知事

が新潟日報の出した本の中で告白していらっしゃいます。 

 

○災害は地域の脆弱性を一気に加速させる 

 阪神・淡路大震災のときにも県外へ避難した方々が阪神に戻るために家賃補

助をするとか、いろいろなことがありました。それから、住まいの再建なくし

て復興はないということで、当時は被災者生活再建支援法がありませんでした

ので、自立支援金とかを兵庫県が支給するということに対して、それはやはり

神戸の人間は甘えているというような生活保守主義からの攻撃があったわけで

す。こういった発言は大阪府の知事からもありました。 

 そのように、どうも復興とは右肩上がりという発想がある。ところが、今、

恐らく災害が起きた場合、東京以外は右肩上がりで復興するところなどないの

ではないか。これは日本の地方問題がやはり如実にあらわれるのです。皆さん

もご存じのように災害というのは脆弱性を一気に加速させる。そこが抱えてい

る病巣を一気にあぶり出して、それが加速するわけです。 

 私はいろいろな災害被災地へ行きましたけれども、そこで何が起こるかとい

うと、ほとんどのところで、まず高齢化が起こるのです。それから単身化。今

まで夫婦二人だったのが一人になってしまう。親子世帯だったのが一世帯にな
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ってしまう。それから年金依存が増えるのです。無職化が増えます。というこ

とは何が起こっているかというと、若い人が出ていってしまうのです。これは

山古志でもそうでしたし、三宅もそうでしたし、輪島もそうです。結局、戻る

のはおじいちゃん、おばあちゃんだけ。恐らく東日本でもそういう状況が起こ

るのではないかと懸念しています。ではどうしたらいいのか。新潟の仲間たち

が考えたのは、災害が起きてからやるのではもうだめだと。日本の中山間地問

題を考えなければいけないということで、今、中山間地研究会を立ち上げてい

ます。そこに、この人も人生が変わった一人ですが、田中真紀子さんの秘書を

していた方が一念発起して、今やＮＰＯのカリスマ的人物になっています。そ

の人が音頭をとって全国的に中山間地研究会のようなものをやっているのです。 

 そろそろ日本の地方問題を考え直さなければいけない。災害を契機にして、

このままではどうもだめではないかというように我々も考えはじめているので

す。 

 逆に、大都市東京も首都直下型地震が起きた場合にこのままでいいのかとい

う問題を抱えています。当然、都市化が災害を深化させる。災害はいろいろな

顔でやってきますから全く同じということはあり得ないわけです。我々が耐震、

耐震といっていたら今度は津波が起こってしまったわけで、津波、津波といっ

ていると今度は大都市で何が起こるかわからない。やはり首都機能を分散させ

なければいけないだろうと、我々は言っているのですけれども、どこもなかな

か動かない状況です。 

 

○「災害を奇貨として何かをやろう」という発想 

 このように、災害は日本の国の有り様を問い直しているものだと思うのです。

そこのところを考えないと、復興についても、対症療法的に一時的な右肩上が

りのみを考えていると、それはなかなかうまくいかないわけです。今回も漁港

の集約化とか、あるいは水産業への企業参入とか、サプライチェーンの復活と

か、再生可能エネルギー基地の建設とか言われていますけれども、アメリカの

ルイジアナで起きたハリケーン・カトリーナのときに、惨事便乗型復興という

ものが大きな問題になりました。これは最近『ショック・ドクトリン』という

本が出ているので、読まれた方も随分いらっしゃると思いますけれども、要す

るに、低所得者層の住宅を一掃して地上げしてしまおうという考え方ですよね。

災害を契機としてやってしまおうと。 

 災害を奇貨として何かをやろうというのは随分昔からある発想なのです。関

東大震災のときに、都市計画学者が神のようにあがめている後藤新平さんが「理

想的帝都建設のための絶好の機会なり」と、一○万人の人間が亡くなったとき

にそういってのけるわけです。それ以降、災害というのは、今までの都市が抱
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えている問題を一気に解決する一つの絶好の機会というようにとらえられてき

たきらいがある。だから、酒田大火のときもそれをクリアランスにして都市計

画がどっと進んでいくというような形となった。阪神のときも、やはり長田と

か、そういう下町をクリアランスにしてしまって再開発ビルをどんと建てると

いうような形で都市化を進めていこうということが行われてきました。 

 神戸市長田区には再開発ビルが、非常に立派なものができました。ですが、

街の中に入るとシャッター通りなのです。地域のもつ風土、歴史というような

ものを無視した都市再開発というのはなかなかうまくいかないということです。

地域によっては、七割がよそからやってきた人に変わってしまう。私の友達も、

ポートアイランド、六甲アイランドのマンションが震災後すごく安くなったの

で、この際、今のマンションを売り払って買おうかなどという人も随分いまし

た。被災者と非被災者が入れかわってしまうということが起こるのです。恐ら

く東日本でもそういうことが起こるのではないかという懸念をしています。 

 ある経済雑誌に、震災一○年後の東日本のポリティカルフィクションを書い

てくれと頼まれまして、震災からまだ数ヵ月たったばかりだったので、それは

何でもちょっと無理だと話をしたのですが、是非とも、といわれて書いたので

す。政府による広大な地上げが行われた。漁港は集約化されて、漁業権は証券

化されて売り払われて、集約化された漁港には空飛ぶ漁業者といいますか、海

外の労働者がやってきて、高台にできた飯場からバスで港へ通っていく。地上

げされた広大な空き地にはサプライチェーンなり再生可能エネルギー基地がで

きてしまったというようなフィクションを書いたのですけれども、あながちそ

うならないという保証はないな、最近はそういう気もしています。 

 

○どういう「あすの日本」をつくるか 

 とはいえ、経済指標が上向きになったら、どうせもう右肩下がりの東北だっ

たのだからいいのではないかという議論は当然のことながらあるわけですよね。

しかし、我々としては棄民をつくらないということを言ってきました。それか

ら右肩上がりの復興が必ずしもいい復興だとは限らないということもいってき

ました。しかし、そこで何が起こるかというと、高齢者は高台に移転した住宅

街でひなたぼっこをしながら余生を送る、年金依存となる、孤独死というよう

な状況が起こってくる。一方で、工場労働者、あるいは水産業に働きに来るの

はよそから来た雇い止めの派遣労働者たちかもしれない。そのような東北でい

いのですかということを問いかけたい。東北のもってきた歴史とか風土という

ものが失われていくことが果たしていいのか。一方では、ノスタルジアだけで

日本の国はいいのかという議論、反論が当然出てくるでしょうが。今、地方は、

東京以外はまずこういう状況になっていくのだということを我々はもう一回自
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覚をして、地方をよくするための制度設計をどうしていったらいいのかを考え

るべきです。 

 最近、国交省の人たちに、全国総合開発計画（全総）ができないねという話

をしますと、彼らは、それは公共事業に予算をとれないから全総がつくれない

のだといいます。しかし、公共事業だけが全総なのかなと。経済成長なき社会

発展という言葉も最近ではいわれています。我々はどういう「あすの日本」を

つくるかということをこれから真剣に考える時代に来ているのだろうと思いま

す。 

 一方で、大阪の橋下市長のように、強権的に自分の考え方を推し進めようと

いう、そういう状況も生まれている。そこに非常に人気が集まっているという

のはある意味恐いとは思いますけれども。我々が戦後守ってきた民主主義をも

う一度根幹から問い直さなければいけないときに来ているのです。議会制民主

主義はもう機能しなくなってきている。国家体制自体もどのようにしていった

らいいのか、地方はどうすればいいのか、大都市はどうすればいいのか、災害

を契機として今こそ真剣に考えなければいけないときだと思います。ちょうど

持ち時間が来たようですので、一回目のお話はこれで終わらせていただきます。 

 

 

【菅沼】どうもありがとうございました。復興という言葉、一言でいってもい

ろいろな取り方がある。希望的将来がいろいろ語られるのですけれども、現実

はそうそう甘くはない。恐らく東日本大震災のこの先にも厳しい現実が待って

いるのではないかというようなお話だったと思います。 

 では、どんな制度設計があるのかというのは後半に語っていただくとしまし

て、次は、伊藤さんに、それでは、この大きな震災で被災地に公共サービスの

どんな現状がみえたのかというお話をしていただきたいと思います。伊藤さん、

お願いします。 

 

 

【伊藤】伊藤といいます。先ほど菅沼さんの紹介で、きょうご参加の皆さんの

仲間だということでしたけれども、まさにそのとおりでありまして、東京都の

職員を三六年やりましたが、半分ぐらいは自治労の活動もやらせてもらったわ

けです。また、特にここ一○年ぐらい、公共サービスのあり方はどうあるべき

かというようなことをいろいろ考えてまいりました。 

 

○役所は公共サービスの主要な基盤 

 私のレジュメの最初に、「災害時には平常時の備えを超えることができない」



 12 / 34 
 

という斎藤實さんの言葉を紹介しております。斎藤さんも昨年三月まで東京都

の職員で、都の危機管理担当を一○年ぐらいやった方です。現在は、斎藤塾と

いう危機管理勉強会を主宰されています。私より年は後輩ですが、防災とか危

機管理については私の先生と、勝手にさせてもらっています。先ほどの言葉を

いいかえると、平常時にやっていることしか非常時にはできないということだ

と思っております。つまり、平常時にどのような公共サービスの基盤を整備す

るのか、公共サービスの担い手をどのように確保するのかということがないと、

非常時には全く機能しないということなのです。そういう立場から少し私の考

えていることを先にお話をしたいと思います。 

 役所とか支所とか出張所は、公共サービスの主要な大きな基盤だと思います。

先ほどのビデオで大津波の状況が流されましたが、あの大津波によって陸前高

田や南三陸町ですとか、大槌町などの市役所、役場が飲み込まれたり、あるい

は石巻市の北上総合支所も破壊されるということがあったわけです。 

 実は津波の被害はなかったけれども、大地震によって使用不能になった市役

所、役場もありました。福島県庁、郡山市役所、須賀川市役所、水戸市役所、

あるいは川俣町役場、国見町役場、また、結果としてですが、行政無線などの

通信機能が途絶する、あるいはコンピュータシステムがダウンする、市役所・

役場機能は分散せざるを得ない状況になりました。こうした結果、災害支援、

あるいは災害復旧の過程でさまざまな困難に直面するということがあったと思

います。つまり、最も重要な基盤を失ってしまう。この反省の上に、今後そう

ならないようにどのようにしていくのかが大きな課題ではないかと思っていま

す。 

 

○医療・福祉のネットワーク化とコーディネートが必要 

 また、先ほど山中さんから中山間地の問題、あるいは中山間地における脆弱

性が災害によって加速されるのだというお話がありました。高齢化、単身化、

年金依存というお話がありましたが、そのような中山間地の脆弱性というのは、

とりわけ被災３県、中でも岩手県に特徴的にあらわれていたのではないかと思

っています。 

 その象徴が医療だとか福祉施設だと思います。医療施設も福祉施設もこの大

災害で大きな被害を受けました。そのため、特に被災直後には、被災を免れた

施設に入所者がたくさん集中するというような問題も生じました。 

 またそうした施設だけではなくて、私がこの間、特に関心があるのは在宅で

暮らす高齢者や障害者の皆さんです。これらの皆さんは大災害で散り散りに分

散せざるを得なかったのです。訪問介護の事業所などは、社協が担う事業所も

現地ではたくさんあったかと思うのですが、基本的には民間です。こうした訪
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問介護の事業者をはじめ、公立の病院や診療所、民間の機関や施設など全体を

ネットワークし、機能を高めることが課題だと思います。加えて、その役割を

だれが担うべきなのか。こういう中山間地におけるさまざまな施設のネットワ

ーク機能を公共サービスの基盤のひとつとして位置付け、だれかがきちんとコ

ーディネートする必要があると思っています。 

 もう一つは、高齢者や障害者の課題です。現在では、災害時要援護者支援制

度だとか、高齢者見守りネットワークなどのシステムがつくられつつあります

が、資料集の新聞記事にありますように、三月一一日の災害で、人数等につい

てはまだ正確な検証ができていないと思うのですけれども、高齢者も障害者も

平均的な死亡率の倍以上死亡したという事態があったということです。こうい

う中で内閣府は避難支援ガイドラインを見直すというようなことをいっている

のです。国が上から目線でこのようなガイドラインを見直して、果たして本当

に機能するのだろうか。特に災害時要援護者支援制度というのは率直にいって、

ほとんど機能していないと思うのですが、ではどうすればいいのかというよう

なことが今後の課題ではないかと思っています。 

 

 

 

【菅沼】ありがとうございました。人員も減らされ、施設も減らされて、公共

サービスの基盤が弱くなる中で、十分に復興に向かう体制ができないというお

話だったと思います。 

 それでは、山中さんに、今後、それではどうすればいいのかというようなと

ころを語っていただきたいと思います。山中さん、お願いします。 

 

 

【山中】今、伊藤さんから自治体が随分被害に遭ったというお話がありました。

一方で、上から目線で改革をしようという動きがあるというお話がありました

が、災害対策基本法を見直す動きがあるというのは皆さんご存じだと思います。

要するに、今回、大槌町とかいろいろな役場がほとんど機能しなかった、町長

さんまで亡くなってしまったというようなことがございましたよね。そのため、

国からトップダウンで災害対策をやったらどうかというような提案をする学者

の皆さんもおられるようです。けれども、阪神以降、我々がずっとみてきて大

切なことは水平の支援だろうと思っています。 

 

○非常時には横の関係が非常に大切 

 一九九九年にトルコ・コジャエリで大地震がありました。このときに、海軍
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兵学校の卒業式があって、陸海空三軍の幹部連中が全部同じところにいたので

す。そこで被災してしまって、軍隊が三日間動かなかった。市民防衛隊もそれ

で動かなかったのです。一方、アクトというお医者さんや登山者でつくったボ

ランティア組織はすぐ機能したというのです。今回も総務省の支援システムは

ありましたけれども、押しかけ支援といいますか、関西広域連合がどっと押し

かけていくという支援のほうがむしろ機能したといわれています。 

 それから、阪神・淡路大震災のときに、大阪毎日放送（ＭＢＳ）のある番組

のパーソナリティーが西宮市に住んでいて、朝五時四六分に地震が起きたので

すけれども、そのときちょうど玄関にいたのです。ＭＢＳから車が迎えに来て

いて、乗り込むときにどんっと揺れたと。しかし、自分がパーソナリティーの

番組をもっているので、穴をあけてはいけないというので、車に乗って大阪に

向かうのですけれども、そこで阪神高速がぶっ倒れているのをみつけるのです。

当時まだ珍しかった携帯電話で局のスタジオを呼び出して話をし出すのです。

そのときは若いディレクターしかスタジオにいなかった。そのディレクターの

彼は何をしたかというと、ＣＭを全部ぶっ飛ばして、声をそのまま全国に流そ

うとするわけです。ふだんならＣＭをぶっ飛ばして番組を変えるには社長から、

ずっと上からおりてこなければいけないのだけれども、辞表を書けばいいでは

ないですかという格好で彼がそれをやってしまう。これはその後にギャラクシ

ー賞※をとるのですけれども、このときに何が我々の教訓だったかというと、

横の関係なのです。上下の関係ではなくて、非常時には横の関係が非常に大切

なのだということがわかったわけです。 

 

※ ギャラクシー賞：放送批評懇談会が日本の放送文化の質的な向上を願い、

優秀番組・個人・団体を顕彰するために一九六三年に創設した賞。 

 

 今回、東北の市町村では震災関連死、つまり、この人は震災を起因として亡

くなったのかという判断をしなければならない。これが非常に難しいというこ

とで、新潟県の長岡市から基準を取り寄せて、長岡基準で判断するということ

になるのですけれども、皆さん大変忙しくて、なかなかそこまで手が回らない。

そこで、今までの被災地の人たちが全部シンジケートを組んで、どっと応援に

入ったらどうかというようなこともあるわけですよね。災害というのは横の関

係をすごく大切にすることを我々はこの一七年間で学んできたわけです。むし

ろ災害対策基本法は民間とのネットワーク、あるいは自治体間連携というもの

をもっと強化するようにしてはどうかと思うのです。ところが、災害救助法で

市町村がみずから応援に行こうとすると費用弁償の問題でなかなか難しいとか、

いろいろなネックがあるようです。ですから、そこのところをもっと簡便にで
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きるように法改正をする必要があるのではないかと思います。 

 復興も横の関係をもうちょっと考えたらどうなのか。皆さんは公務員だから、

自分たちがちゃんとやらなければいけない、脆弱な市民を引っ張っていかなけ

ればいけないと思われるかもしれないけれども、市民も決してばかではないし、

立派な人たちもいるわけです。私がいっているのは、災害サイクルがあります

よね。防災、救命・救急があって、復旧があって、復興があって、それで防災

があって、くるくる回っていく。ところが、これが為政者というか、行政側か

らみた災害サイクルでしかないわけです。なぜかというと、先ほどいったよう

に復旧というのは市民にとっては保証されていないわけです。だから、それは

例えば復興準備というようにそこを変えて、らせんのように２つの、市民的復

興論と為政者からみた統治的復興論と２つあるのではないか。それが相互に関

連しながら、協力しながら復興を考えていったらどうなのかと思っているわけ

です。 

 ところが、今まで復旧も復興も、アカデミズムとか実務家は行政に対しては

いろいろな形で入って支援をするのですが、民間、市民に対して全然ないです

よね。そこを今までやってきたのがＮＰＯ、ボランティアだったわけですけれ

ども、これはあくまで救急・救命までだったのです。ところが、最近のボラン

ティアは、復興の勉強もしなければいけないと言い出しているわけです。 

 

○常に見直していける復興計画が必要 

 新潟県中越地震があったときに、あるボランティア団体は棚田が分散してい

るのが復興を妨げているので、全部、農地の所有者を集約したらどうかと、実

際にそれをやろうとしたりもしたのです。今回も、東日本大震災では、復興の

段階まで考えていこうというＮＧＯが登場してきています。この動きと行政の

側の皆さんが進める復興とを常に横の関係で連携させていく。同じフェーズで

キャッチボールしていく必要がこれからはあるのではないか。 

 例えば今回の場合でも、まず生業支援をする。いろいろな方式があると思う

のです。漁業公社をつくるとか三セクにするという形でとりあえずそこにお金

を投じて漁船を買い集めろと。それで漁船はリースしていく。まちの復興も高

台移転まで待つのではなくて、とりあえず仮設市街地をつくっていく。だから

建築制限をするのではなくて、時限的にある一定段階までは仮設でもいいよ、

仮設工場もいいよというような形でとりあえずまちを動かしていく。その間に

いろいろな考え方を整理して次の復興の段階に行く。だから可塑的というか、

やわらかい復興計画。常に見直していける復興計画。だから、長期総合計画の

ようにぼんっとつくってしまったらもう動かないというものではなくて、常に

ローリングしながら三ヵ月、あるいは三年で見直していくという復興計画が必
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要なのではないかと思っているわけです。実はそれは新潟でやっているのです。

三年ごとに見直していく復興計画をやっているのです。 

 もう一つ、そのためにはやはり金が要るわけですよね。補助金とか、いろい

ろがんじがらめになっているので、我々が昔提案したのは復興交付金制度で、

補助金を全部一括して提案型でうんと使えるようにする。普通はわずかですけ

れども、これを七割ぐらいまで率を高めて自治体の思うように使えるようにす

る。これは今回は少し実現されましたけれども。もう一つは復興基金。今回、

私たちが提案したのは、東北全体の基金と各県の基金と二通りつくれと。その

中で自由に使えるお金、それは自治体が第二の財布にするのではなくて、法的

に使えないところに突っ込んでいくという復興基金です。 

 例えば、雲仙普賢岳噴火災害ですと、鶏一万羽死んだのを再建させる、ある

いは箪笥など家財を買うのにまで公的なお金が入った。これは当然義援金も基

金に入れていたので、取り崩し式になったからそのようにできたのです。だか

ら普通ならできない、例えば二重ローンの解消に充てるとか、漁船やら水産加

工施設をつくるのに充てるとか、そういう形で復興基金を使うべきだろうと思

っていたのですが、現在、そうなっていないようです。これはぜひ皆さんの力

でそのようにしていただきたいと思うのです。 

 とりあえず防潮堤と地盤のかさ上げを先にやって生業を再建する。仮設工場

をつくってやっていく。阪神のときもケミカルシューズの再建のために仮設工

場をつくりました。そういう形でとりあえず生業支援をやっていく。では、統

治的な復興はどうしていくのか。そこでは常に横の関係で相互連携させていく

ことが必要だと思うのです。 

 

○まちは育てるもので、つくるものではない 

 これは、関東大震災のときに福田徳三という経済学者、これは一橋大学の先

生ですけれども、後藤新平に対して、鉄とかコンクリートとかレンガというの

は人々が復興するための手段にすぎないではないか。それ自体を目的にするこ

とは間違いだといっているのです。彼は営生権という言葉を使っています。生

活、労働、仕事というものをひっくるめて営生権。営生権を動かすことがまず

大切であろうということをいっているのです。そこのところをやはり機能させ

るのが自治体の仕事だろうと思うのです。そこまで、国はなかなか目配りがで

きません。そこをいろいろな方途で、本当はできないのですけれども、どのよ

うにしてお金をうまく私的なところに投じるか。 
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 例えば能登半島地震、石川県がやったのは中小企業庁からもらったお金で基

金をつくって、輪島塗の再建に間接的ではなくて直接投資しています。例えば、

輪島塗の作業場である蔵を再建するのに本来なら投じられないお金を基金を介

することによって突っ込んでいる。新潟県は阪神で問題になった二重ローンの

解消に充てているとか、そういう形で被災者の再起をまず優先的にやっていっ

たのです。 

 首都直下地震でもいわれているのが仮設市街地構想で、今のうちからこの公

有地は使っていい、この空き地は使っていいかというような事前の段取りをし

ておいて、そこに仮設の事業所とか仮設の家をつくって、とりあえず再建を先

にやっていこうというような形が考えられている。だから、まちというのは育

てるもので、つくるものではないのです。日本はこんな小さなまちですから、

中国のようにいきなりこっちへ移してどんっとでかいまちをつくって、はい、

移ってくれというようにいかない。だから、自分たちで少しずつつくりながら

だんだん成長させていくものが復興だろうと思うのだけれども、為政者の頭に

は戦後のバラックがずっと解消されずに残ってきたということがどうやらトラ

ウマとして残っているようで、どうも仮設市街地というのは嫌うのです。でも、

嫌うのですけれども、そこは今の時代ですから、ある程度時限的にこれを解消

しなければいけないとか、いろいろな担保をとっておいて連続して復興させて

いくというような手だてを考えるということが必要ではないかと思っています。 

 

○文学のような復興計画書 

 阪神・淡路大震災のときに、ニューヨークから来た行政研究所のマメンさん

という人がサンタクルーズに学べといって帰るのです。サンタクルーズに学べ

とは何だろうと私たちはずっと不審に思っていたのです。ロマプリエータ地震

というのがあったときにその復興手法が使われたということで、何人かの先生

方に現地に行っていただきました。指導をしたまちづくりコンサルタントの話

を聞き、当時できたビジョン・サンタクルーズという復興計画書を持ち帰って、

それを全部和訳し、研究所から出版いたしました。 

 どのようにやったのかというと、三六人で円卓をつくるのです。一八人が市

役所の主要メンバーとか学識経験者、一八人はまちの商店街のおじさんたちで、

円卓ですから全く同等です。 三百回ワークセッションをやったというのです。

また、ビジョン・サンタクルーズ、つまりビジョン、どういう復興をさせるの

かを市民に作文してもらったのです。ある人は二人でゆっくりデートをしたい

から車をびゅんびゅん飛ばさないようなまちにしてほしいとか、おばあちゃん

がひなたぼっこしていて、猫がゆっくり眠れるようなまちにしてくれとか、そ

ういう一○年後、二○年後のまちのイメージをいろいろ出してもらって、それ
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を投票するわけです。そして選ばれたものをプロが実際の絵に落としていく。

その復興計画書は、デザイン画のような復興計画書とか文学のような復興計画

書といわれているのです。最後に市民の作文集がついているわけです。そうい

うものをわが国でもこの一年間、避難所でできたのではないかと私は思うわけ

です。これは最初からやってほしいとあちこちで言っていたのですのですけれ

ども、なかなかそうはいかなかった。女川は少しやっていたようですが。 

 そのように、声を酌み取って、それをオーソライズしていくのが皆さんのお

仕事だと思うのです。市民を庇護するのではなくて、市民の力を引き出してい

くことが、これから公務員が減ってくる中で必要だろうと思うのです。復興リ

ーダーは、よそのまちの人たち、市民、三セクの人たち、実務家、こういうい

ろいろな力をただで使う。偉い先生方に来ていただいてお金を払って一時間し

ゃべっていただくという格好ではなくて、一緒に汗を流してつくっていくとい

うことが今後必要だろうと思うのです。 

 

○「受援力」が必要 

 南三陸でも、そのほかのところでも、例えば西宮市から広報マンが行く、あ

るいはいろいろなスキルのある人たちが押しかけていくということで、それは

非常に役に立ったとおっしゃっているのです。ただ、一つの問題は、受援力が

ないとなかなかうまく機能しないということです。例えば災害救助法で特別基

準といったって、特別基準はどうやってつくるのというところから始まるわけ

です。ですから、ふだんからそういう事前復興計画を立てておく。それはいろ

いろな形がありますね。ビジョンを考える、あるいは復興のプロセスを考える、

それから被災して起きた過去の知恵を蓄積しておく。いろいろな方法で事前復

興計画を立てておいて、助けてもらえるまちをつくる。現在、復興のトリアー

ジが起こっている。復興のトリアージというのは、災害医療の世界でいうとこ

ろの「選別」という意味です。助かる人をまず優先的に助けていって、助から

ない人は黒タッグをつけて後回しにする。それが今、まちの復興で起こってい

るわけです。助からないまちができてきているわけです。だから、黒タッグを

つけられないまちをふだんからつくっておこうというわけです。 

 それは東海、東南海、南海地震で起こるところとか、例えば、名前を出して

しまっていいと思うのですが、徳島県の東みよし町などは区長さんが自分の持

ち山の山のてっぺんを全部平らにしてヘリ基地をつくっているのです。そこは

孤立集落になる危険性がある。それで、ヘリ基地づくりを一人でやっていたの

です。そうすると、だんだんニュースになってくるので、自衛隊がついに聞き

つけてこれはほうっておけないというので、施設部隊が全部ボランティアで来

たのです。それできれいにヘリ基地をつくったのです。ただヘリ基地をつくる
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だけでは駄目で、助けてもらえるまちにしなければいけないというので、農村

舞台を活用して浄瑠璃をやって、都市部から毎年一○月に将来、サポーターに

なってくれそうな人を呼ぶのです。ここはやはり被災したときに助けようと都

市の人たちが思う。そこにヘリ基地があるというような形で差別化を図ってい

くのです。これはいろいろなまちで行われています。 

 きのうは、鳥取県の智頭町に行ってきましたけれども、ここも非常におもし

ろい。百人委員会というのをつくって、住民自身が予算要求をするのです。そ

れでいろいろな試みがなされている。こういう民の力をうまく活用していくこ

とが今後の自治体にとって必要だし、それが防災の力になると思います。単に

堤防をつくったり、土砂どめをするのが防災ではなくて、武田信玄ではないけ

れども、人の石垣とか人の堀とか、そういうものが今後必要になってくる時代

であろうと思います。 

 

【菅沼】ありがとうございました。それこそ阪神大震災はボランティア元年と

いわれました。日本列島の中で初めて本格的にボランティアという集団が成立

したというようなことがいわれました。今のキーワードで横の関係というお話

がありましたが、皆さん、公務員の方々とボランティアがどうつき合っていく

のか、どのように彼らの力を最大限発揮していくのかというのは、これから大

きな課題だと思います。 

 それでは、伊藤さん、今後の方策についてお願いいたします。 

 

【伊藤】公共サービスの基盤の現状について、少しだけつけ加えておきたい点

があるのですけれども、公務員が大幅に定数を削減されるとか組織が小さくな

ってしまっている、あるいはこの間、アウトソーシングが拡大してきていると

いうことは皆さん、ご承知だと思います。 

 

○専門職員の育成とネットワークづくり 

 もう一つ、私が強調したいのは人事政策です。私は現在の自治体、これは国

もそうですけれども、とりわけ自治体の人事政策は間違っている。それは極端

に人事ローテーションが短いということです。その結果、自治体には今専門家

がいなくなってしまっている。とりわけ市町村合併が進んで市町村が広域化し

ているわけですけれども、例えば支所に配属された職員が現場を全く知らない。

そういうことが被災三県だけではなくて、例えば昨年大洪水に見舞われた奈良

県の、市町村合併でできたまちでも起こっているのです。支所にいる職員が、

昔のまちや村であれば、字名をいえばそこにはどういう危険箇所があってどう

いう人がいるということはすべて承知していた。しかし、昨今支所にいる職員
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は全くわからない。つまり初動態勢が全く組めない、こういう現状だったとい

われておりました。それは私は人事ローテーションや配置など人事政策のあり

方が間違っているのだと思っております。 

 そこでどうするのか。先ほどからいわれておりますように、現在の自治体は

財政が非常に厳しい。職員を増員するということはなかなか難しい現状にあり

ますが、私は少なくとも専門職群は目的意識的に育成していく必要があると思

っております。それは例えば危機管理担当の職員、あるいは医療、福祉を担当

する職員、あるいは土木、建築などの技術職の職員、そういう職群は、少なく

とも一○年ぐらい同じ部署に置いて専門家として育成していく。そういう人事

政策をこれからとっていく必要があるのではないかと思っております。 

 これからの課題でいえば、地域コミュニティーの中でどのようにネットワー

クを組むのか。先ほど紹介した課題でいえば高齢者見守りネットワーク、災害

時要援護者制度などがありまして、今現在、課題になっているのは地域包括ケ

アの問題だと思います。これがそれぞれ動くと、要するに縦割りで一つの地域

の中に二つも三つもネットワークができる。こういうことではなくて、より機

能的にそれを連携させるためには、たしか輪島市が高齢者見守りネットワーク

と災害時要援護者制度を統合していると思うのですけれども、統合して縦割り

の弊害を克服していく、そういう取り組みも必要だし、その中心になるのは市

町村、なかんずくその市町村で働く職員だと思います。 

 

○受援力と支援力を高める 

 それから、コミュニティーの中には、最近は特に中学校区を単位としたコミ

ュニティーのあり方がいわれておりますけれども、中学校区を単位としたコミ

ュニティーといっても、例えば東京の荒川区でも集合住宅が多い地域と戸建て

住宅が多い地域ではコミュニティーのあり方は全く違うわけです。それぞれの

コミュニティーごとに中学校、小学校やさまざまな施設があります。福祉施設

をコミュニティーの拠点にするとか集会施設を市民自身の拠点として位置づけ

て、さまざまな市民が平常時から集まってだべったり、議論したり、楽しんだ

り、そういう日ごろからのつき合いをコミュニティーの中でつくっていくよう

な取り組みも必要ではないかと思っています。 

 先ほど山中さんから受援力の課題が挙げられました。私は受援力という言葉

は三・一一後初めて知りまして、不明を恥じているところなのですけれども、

受援力は組織、自治体ごとの受援力だけではなくて、個人にもいえることでは

ないかと思います。私は体が弱いからいざというときに助けてくださいと、日

ごろから手を挙げるのも力だということです。助け上手、助けられ上手ともい

われますけれども、そういう支援力、受援力の強化が重要ではないかと思いま
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す。 

 支援力の観点からいえば、三・一一後の三県の状況をみていると、とりわけ

遠野市が後方支援基地として非常に有効な力を発揮したということがいわれて

います。遠野の市長さんは、数年前から岩手県の沿岸部で大津波が発生したと

きには遠野市が後方支援になるのだということで準備を進めてきた。それが支

援力だと私は思います。 

 首都圏の都市の中で、東北で大津波の被害があったときに、私たちはこうい

う支援をしようという計画をつくっていた市町村は皆無だったのではないか―

―皆無というと語弊があるかもしれません。先ほどの横の関係、自治体間連携

でいえば、今全国に石油コンビナートの基地が六十幾つあるそうですけれども、

三・一一後、六○都市で相互支援協定を結ぶ、あるいはスクラム支援といって、

一対一の関係ではなくて複数の支援協定が結ばれています。私は東京都の府中

市に住んでおりますが、府中市であれば、北海道から九州までできれば二○か

ら三○ぐらいの都市との相互支援協定を結んで日ごろから交流を深めるという

ことが大事だと思います。そういう自治体間連携の今後のあり方が既に模索さ

れ、実践されつつあります。 

 

○日頃からの「相互交流」が大事 

 ただ、日ごろからの交流がないと、支援協定があったからといって、自治体

職員が行って直ちに仕事ができるという環境は相互にないわけです。これが可

能かどうかというのはなかなか難しいのですけれども、平常時から職員を相互

に派遣して、相互の仕事の仕組みになれることが大事だと思います。なお、現

在特に困難なのはコンピュータシステムへの対応で、自治体ごとにシステムが

異なっているということが大きなネックになると最近聞きました。せっかく行

ってもそこの自治体のシステムを一から覚えないと仕事ができない。しかし、

平常時に相互派遣ということで行っていれば、非常時に駆けつけても直ちに仕

事ができるということが可能なのではないかと私は思っているのです。いやい

や、そんなことをいったって、簡単にはいかないよといわれるのですけれども、

今まで姉妹都市などのように自治体の職員だけではなくて、市民団体の相互交

流が非常に活発だったところは、今回でも直ちに支援に駆けつけて、これは自

治体職員だけではなくて、民間レベルも含めて非常に大きな支援力を発揮した

といわれているわけです。いずれにしても、そのような支援力、受援力をいか

に高めていくかということが今後の課題ではないかと思います。 

 最初に紹介した斎藤さんからお話を伺うと、東京都も東京都受援計画という

ものを策定中で、三・一一がなければ昨年の三月中に公表する予定だったとい

うことなのです。三・一一後見直しを迫られて、まだ受援計画の公表段階まで
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は行っていないようですが、とりわけ東京都などの大都市は自分たちだけでは

とても災害時には機能できないということですから、どういう形で支援を受け

れば災害時に有効なのかということを日ごろから計画をつくって訓練をしてい

くことが重要だと思います。これは東京だけではなくて、とりわけ都市部はそ

ういうことがいえますし、中山間地はまた中山間地特有の課題があって、やは

り受援力の強化、あるいは受援計画の策定というようなことが必要ではないか

と考えています。 

 

【菅沼】ありがとうございました。受援力という言葉がありました。助けを受

ける、援助を受けやすい体制づくりというようなことだと思います。さて、こ

こまでお二人のお話をお聞きしてまいりました。言い足りない部分はご質問へ

の回答の中で語っていただきたいと思います。それでは、これから会場の皆さ

んとやりとりをしていきたいと思います。ご質問がある方は挙手をお願いいた

します。 

 

【全水道・岡】私は、阪神・淡路大震災のときに神戸市の水道局の職員でして、

ちょうど東長田区を担当していました。阪神高速道路が崩壊した現場で作業し

ていたわけなのですが、私も人生が変わりました。何が変わったかというと、

それまで労働組合には余り興味がなかったのですけれども、阪神・淡路大震災

をきっかけに組合というか、職員同士のコミュニケーションが大事だというの

がわかってきて、それで役員になってしまった。そして今ここにいるというこ

となのです。 

 

○公共サービス基本条例制定が重要 

 さて、長田の再開発の話がございました。神戸にとって、それがよかったの

か悪かったのかということもあるのですけれども、やはり老人の方がふえてき

て、これから行政サービスをどうするのだという問題があり、水道では料金の

徴収をどうするのだというような行政的な問題も生じました。 

 そんな中で、我々自治体職員と市民とのきずなを深めていくためにはどうし

たらいいのかということで考えていくと、やはり公共サービスの充実のために

は公共サービス基本条例が大変重要なのではないかと思うのです。 

 もう一つ、伊藤さんから、庁舎が重要であり、復興の基盤になるものとのお

話がありました。私の場合、勤務する庁舎が倒壊し、三日間ぐらい作業ができ

なかった状況になりました。その中でも給水活動を続けていかなければなりま

せんでした。したがって、庁舎の耐震化は大変重要だと考えています。また、

自治体職員に専門家がいないということについて、技術の伝承のためにも専門
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家の育成が必要だと私も思っております。 

 

【菅沼】伊藤さんいかがですか。 

 

【伊藤】公共サービス基本条例のお話がありました。昨年、公務労協で公共サ

ービス基本条例の骨子案を発表するときにお手伝いをしたものですから、簡単

にその必要性についてお話をしたいと思います。 

 

○公と民の両方から公共サービスを担う 

 公共サービスは、担い手が非常に多様化している。同時に、特にこれから超

高齢社会を迎える中で、今までないような公共サービスの需要が出てくる。そ

ういう中で、地域における公共サービスをどのように過不足なく提供したらい

いのか。当然これは公の役割があるし、民の役割がある。それらを調整する場

としての地域公共サービス市民会議設置という提案を骨子案でしているのです。

なお、私は率直にいって、国が二○○九年につくった公共サービス基本法は不

十分だと思っております。公共サービス基本法は、国や自治体が提供するサー

ビスと、委託して提供するサービスに限定しているわけですが、もう少し拡大

する必要があると考えています。少なくとも公金支出という形で国や自治体が

お金を出す、補助金や助成金などです。その補助金や助成金を受けて公共サー

ビスを何らかの形で提供しているところも含めて、大きな網をかけて、公と民

の両方から公共サービスを担っていくことが必要です。そのための条例が必要

だと提案しています。しかし、まだ全国で一つもできていません。昨年暮れに

秋田県に招かれて、公共サービス基本条例が必要だと訴えさせていただきまし

たけれども、何とか年内には一つでも、多分県レベルが最初になるのではない

かと思いますが、公共サービス基本条例ができることを期待しています。 

 昨年、多摩市が公契約条例を相模原市と同時につくりましたが、多摩市の阿

部市長は公約の一つに公共サービス基本条例も入れています。市のレベルでは

なかなか難しいかもしれませんが、公務労協の力でできればいいかなと思って

います。 

 

○木造密集地域の問題 

 庁舎の耐震化とか再開発の問題とかいろいろあるのですけれども、特に東京

でいうと、木造密集地域の問題が非常に重要です。とりわけ建築基準法ができ

る前につくられた建物でいわゆる既存不適格といわれているものです。これら

は、現在の基準法では建てられない建物でもそこでは建てかえができるような

制度設計も含めて、特区的なもので考えていかないと難しいと思います。また、
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地域を回っていただければおわかりだと思うのですけれども、空き屋が非常に

ふえ、また、空き室が非常にふえているアパートが目立ちます。これらを行政

代執行でというのはなかなか難しいのですが、何らかの仕組みをつくっていく

必要があると思います。昨年、まだまだ不十分だと思うのですけれども、足立

区が条例をつくりました（足立区老朽家屋等の適正管理に関する条例）。法整

備がなく、あるいは法整備がおくれていれば条例をつくってでも対応していか

ないと、東京では木造密集地域の問題は解決できないと思います。 

 ＜追記＞ 朝日新聞（2012 年 4 月 8 日朝刊）によれば、全国で 31 の自治体

が空き家対策の条例を策定している。 

 

【菅沼】今のお答えでよろしかったでしょうか。公共サービス基本条例と公契

約条例は、公務労協さんが非常に力を入れておやりになっている大きな課題で、

ここでも取り上げなくてはならないと思っていたのですが、ご質問いただきま

してありがとうございました。今の木造密集地域の話、先ほど私がちらっとい

いました直下型地震とも関係してくるのですが、この辺のことはこれでよろし

いでしょうか。これ以外のテーマでいかがでしょうか。ご質問をどうぞ。 

 

【秋田・進藤】秋田県で公務労協の事務局長をしています進藤といいます。公

共サービス基本条例のほうは大分プレッシャーがかかっていますけれども、頑

張っていきたいと思っています。私は教職員組合の出身ですので、その観点か

らお二人にお伺いしたいと思います。 

 

○学校の近くに職員がいない 

 伊藤さんから人事政策の間違いというようなことがいわれました。今、秋田

県では広域の人事異動による教職員の資質向上、学校の活性化という人事異動

方針の下、生涯に一度は遠くへとか、自分の住んでいる地域よりも外のほうへ

というような人事が行われて、物すごく広がりをみせてきています。 

 今年度も人事異動の時期になっているのですけれども、五○キロを超える、

または五○キロ相当ぐらいの通勤をしなければならない異動がかなり行われて

きています。地域によっては、そこに住んでいる、例えば小学校なり中学校な

りに近い地域の職員は一人もいないなどというような学校もでてきているとい

う実態にあります。 

 先ほど伊藤さんからは地域コミュニティーの中でのネットワークづくりとい

うようなことがいわれましたけれども、地域に根差して、ふだんから教育的な

面でもその地域を知っている、地域の人なり保護者を知っているというのは非

常に重要なことだと思うのです。東北の被災県では数多くの学校が避難所にな
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り、また、教職員が、子供たちの安否確認などのほか避難所の運営等にも携わ

ったという報告をたくさん受けています。しかし、人事異動方針によって異動

のサイクルが短くなり、遠距離の異動もあるというような状況であり、防災の

観点から非常によくないのではないかと考えているところです。 

 

○避難所となる学校も激減 

 また、中学校区を単位にしたコミュニティーづくり、学校の防災拠点化とい

うようなこともいわれていたのですけれども、平成の大合併以降、秋田県は過

疎化が非常に進んでいる中で、少子化も物すごく進んでいます。例えば合併す

る前の、特に町村ですけれども、小さなまちや旧町村のところは、小学校や中

学校の学校統合が進んでいまして、旧町村で１つしかないというところが今年

度から来年度、再来年度とぐんっと進んでいく。そういった中で地域のコミュ

ニティーづくりというのはちょっと難しい状態になってきている。地域とのつ

ながり、または防災等の観点でもそのようなことは間違った政策ではないかと

考えているところです。 

 山中さんからは、民の力を使っていくということが自治体の活力や防災の力

になるということもいわれました。そういった場合に、民の力はあるにしても

その「さばき」ができるかどうかが重要で、その主体になるのは公務員等では

ないかと思います。そのあたりどのようにお考えなのかということもちょっと

お聞きしたいと思います。 

 

【菅沼】では、それぞれのお立場でご見解をお願いいたします。 

 

【伊藤】では、私から先に。学校教職員の広域人事というのは、私自身の考え

をいえば正しくないことだと思います。もう一つは、学校の位置づけを単に子

供たちの教育の場という位置づけから転換すべきです。防災教育の面、それか

ら地域のコミュニティーの拠点、地域ぐるみの活動の拠点に学校がならなけれ

ばならないと思います。その観点からすると、学校の教職員も地域のことをよ

く知らなければならないということになると考えます。 

 

○学校を拠点に防災力を高める 

 例えば練馬区は、随分前から小中学校を単位に避難所運営委員会をつくって

いるのですけれども、避難所運営だけではなくて防災教育をそこで行うという

ことで、練馬区の職員五人とその学校の教職員五人、合わせて一○人を張りつ

けています。そういう形で地域の防災力を高める、それから子供たちに対する

防災教育もやっていくというような取り組みをやっています。そのように学校
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の位置づけを変えていくということも必要ではないかと思います。 

 学校統合の話がありました。私も出身は新潟の山奥なのですけれども、私の

出身地はかつて一万人いた人口が今は千五百人を割って、確か中学校は一つだ

けというようなところです。廃校利用をどうするかということが課題です。廃

校が特養になったり、さまざまなコミュニティー施設になったりというような

ところがたくさんあると思うのですけれども、廃校になった学校をどう利用す

るか、そのまち全体で考えていくべき課題ではないかと思います。 

 

【山中】人事政策は非常に難しい問題だと思います。以前、全国の自治体の防

災力を調査したことがあるのですが、おっしゃるように自治体職員の人事が広

域化することによって仕事がうんとふえて防災担当は ○・五人というようなと

ころもありました。そのための対策としてやっているのは、一つは専門家を招

き入れる方法です。一時はやりましたが、自衛隊ＯＢとか警察官や消防の方と

かを幹部職員で招いて、そこへすべて委託してしまうような形です。 

もう一つは、どこの部署にかわっても防災をやらせる。例えば財政に移って

も防災絡みのことをやるとか、いろいろな形で防災のエキスパートを養成する

というような方法です。自治体ではゼネラリストを養成してそれでだんだん階

級が上がっていくというように、どうしても専門化しにくいというところがあ

って、逆に専門化してしまうと出世しないというジレンマがあるようです。こ

れはどこの組織でも一緒だと思います。その中で、どこへ移っても防災をやる、

福祉をやるというような形でそのエキスパートをつくっていくというのは一つ

の方法かなという気がいたしました。 

 

○「集落支援」の取組み 

 過疎地域の問題も非常に難しいです。どこの地域も限界集落か消滅集落に近

い形になってきているのです。鳥取県西部地震のときにインタビューした中に、

八二歳のおじいさんがいらっしゃったのですけれども、その方が地震の後にい

ったん境港のご長男の家に移られたのです。でも、しばらくして戻ってこられ

て大きな家に一人で住んでいらっしゃる。どうして？ とお聞きすると、要す

るに、ここで班長さんをやるのは六○歳過ぎの方一人でその人がすべての役割

をこなさなければならない。とてもじゃないけれども、仕事もできない。だか

ら私が班長をやるのだ、ということで八二歳のおじいちゃんが戻ってきたとい

うのです。非常に深刻な状況があるのは間違いないですよね。 

 どうしたらいいか。なかなか解決策がないのですけれども。今、新潟を中心

にやっているのが集落支援員の制度です。東北にも同様のシステムを入れよう

としています。これは、若者を雇って、それで一定期間集落に入ってもらうと
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いうような形です。必ずしも防災のみの問題ではないのですけれども、別にそ

の人がエキスパートでもなくても構いません。むしろおじいちゃん、おばあち

ゃんが元気になるというか、若者に対し、おまえはこんなことも知らんのかと

いって教えることによって、逆におじいさん、おばあさんが力をつけてくると

いうようなやり方です。また、先ほどいいましたサンタクルーズの手法で小千

谷市の東山地区の集落など、小さな単位で何が足りないのか話し合っているよ

うなところもあるようです。 

 あと、学校の先生の問題は、阪神のときも非常にご負担になって大変だった

ということでした。自主防災組織の組織率を高めて機能できるようにしたり、

避難所運営については、あらかじめ事前復興計画の中で地域に避難所運営委員

会をつくっておいて、いざ避難所に移ったときはだれがどういう役割をするか

というのを決めておき、先生のご負担をなるべく減らすというような方法をと

っているところはあります。でも、いずれもなかなかこれといった解決策には

なっていないということで、これは日本の地方が抱えている根本的な問題だと

思います。 

 

【菅沼】ありがとうございました。では、ほかにいかがでしょうか。 

 

【全農林・間】貴重なお話、ありがとうございました。私は全農林の間といい

ます。 

 私も実は新潟の出身でございまして、中越地震、中越沖地震ともに現地で体

験しました。私の住まいは長岡よりちょっと新潟寄りの加茂市というところで

それほど大した被害はなかったのですが、当時現場にいて、ボランティアにも

参加しました。先ほど話が出ました山古志村は、今、長岡市に入って、いわれ

るように予算に応じた額以上の復旧といいますか、コンクリート的な部分が主

体で、これでどうかなという率直な意見も周りからみてもないわけではないの

です。もうひとつは、中越沖地震のときに柏崎原発であれだけ火災も発生して、

本来であれば福島の前に新潟がそういう大惨事に見舞われたのかなという思い

もしています。 

 

○国としてすべきことは 

 私は職場でいえば農林水産省でして、今、予算的にも第一次から第四次補正

予算、それからことしの一二年度予算も含めて公共的な、あるいは放射能汚染

に対する部分も含めて、私どもも現地で一生懸命動いているところです。 

 この点で一番お聞きしたいのは、もう少し国としてこうあるべきだ、あるい

は独立行政法人組織としてこうあるべきだ、アピールすべきだという点につい
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てです。ぜひお聞きしたいと思います。 

 

【菅沼】では、お二方から言い足りなかったことを含め、ご見解をどうぞ。 

 

【山中】一つとして山古志のお話で、今おっしゃったように行かれた方はご存

じだと思いますが、土木博物館のようになっています。そういう趣味の方が行

かれると非常におもしろい。あらゆる工法が使われています。それがよかった

のかどうなのか、結局人口は六割ぐらいになって、過疎が五倍ぐらいの速度で

進んだといわれています。ですから、あれだけ戻ろう山古志へといった割には

復興の効果は非常に薄かったのかもしれません。けれども、では捨ててよかっ

たのかという話にもなるわけで、ここのところが現在の地方の難しいところだ

と思います。 

 

○農林水産業は公共財 

 当時はまだ山古志「村」でしたので、当時の助役さんにお聞きすると、例え

ば棚田の復興をするというと、国の農水省の事業が入るとコンクリートをきっ

ちりがっちりやらなければいけないので一千万円ぐらいかかってしまう。昔の

棚田をつくるのは、すき一本で自然の成り行きに任せてもう一回形をつくるの

で、百万円ぐらいお金が出れば済むのだけれども、そういうスキームはないの

だ、もっと安く上がればもっと自然の形で復興ができるとおっしゃっておられ

ました。そういう非常に融通がきかない土木中心の復興というのはどうなのか

という問題提起はあったように記憶しています。 

 それから、今度の東日本でどうなのかというお話ですけれども、ＴＰＰ交渉

にも絡むのですが、基本的には、農林水産業は産業として考えないほうがいい

のではないか。ちょっと刺激的なことをいうと、コモンズというか、公共財と

いうか、日本にとって欠かせないものだという形での公共のお金が入るような

形にしなければいけないのではないかと思っています。 

 大昔ですが、奈良県の十津川村で、女医さんとか薬剤師さん６人ぐらいがタ

クシーに乗って旅行をしていた時、上から大きな石が降ってきて、フロントガ

ラスを破ってリアウインドーまで抜けて皆さんの首が吹っ飛んだという大きな

事故がありました。私はその当時は新聞記者でしたので、その後現地へ行って

ルポをいたしました。現地で、山肌に上って岩をつかんでぐっと引っ張ると全

部抜けるのです。なぜか。この山は物すごく大きな山林王がもっているのです

が、不在村地主なのです。もう下草刈りもやらなければ間伐もやらないから崩

れやすくなっていたのです。 

木材産業は一次産業ではなく「零次産業」です。隣の和歌山は紀州木の国と
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いわれますけれども、田辺にはアメリカ西海岸から木材が入ってきます。新宮

にはロシア、当時のソ連からシベリア材が入ってきます。沿岸部で外材を製材

して出しているのです。紀州木の国は何もやっていないのです。一部銘木とい

われる、床柱にするようなものだけを生産している。 

 当時は法正林経営といわれて小さな中小山林が集まって順番に切っていくよ

うなことをしたらどうかというような提案もあったようですけれども、現実に

はそういうことはできずに結局日本の林業はつぶれていったのです。 

 

○ＴＰＰ交渉に注目 

 例えば兵庫県佐用町で大きな水害がありましたけれども、堤防はきっちりで

きているのですが、源流まで上ると山肌は全部崩れているのです。大きな木が

根こそぎ崩れてそれが流れて破堤しているのです。結局林業が駄目になったが

ゆえに、治山治水もできなくなっている。安い木材が入ったから消費者はお金

にゆとりができてほかに財を回せる、そういう日本の経済の仕組みが成り立っ

ているのでしょうけれども、これでいいのかという問題はやはり強く感じます。

ですから、今度東北の復興において漁業とか農業がなおざりにされるようなこ

とがあれば、結局同じような轍を踏むのではないかという危機感を非常に強め

ています。という意味で、ＴＰＰ交渉の成り行きにも非常に注目しているとい

うところです。 

 

【菅沼】伊藤さん、いかがでしょうか。 

 

【伊藤】私の田舎も棚田がたくさんあって、たしか全国棚田百選に選ばれてい

るのですけれども、今、山中さんがいわれた山林の荒廃の次は棚田ですよね。

まだ七○代の農民の皆さんが頑張っているから何とか維持されているけれども、

あと一○年したらそういう方々がいなくなり、棚田が放棄されるような事態に

なれば、全部流れ落ちてさまざまな環境の問題になるということは目にみえて

いるわけです。全農林の皆さんには今後棚田の保全のためにはどうしたらいい

のかという知恵をぜひ出していただいて、政策提起していただきたいと思いま

す。 

 

○「帰る」希望をもつ人に全力で支援 

 それから、山古志のお話が出まして、中越地震のときには山古志からは全村

避難で、そのうちの最も大きな集落が避難したのが長岡市にある、ある高校の

体育館でした。私はそこにボランティアとして一週間ほど行っておりました。

山古志は、私はそれまで行ったことがなかったのですけれども、その後二度ほ
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ど訪ねております。同じ標高のところで家が並んでいるようなところはほとん

どなくて坂だらけの村で、そういうところでよく復興したなと思っております。

いずれにしても、私は帰る、戻るという希望をもった人がいる限りは全力で支

援することが必要です。 

 三宅島は火山被害で全島避難して四年半後に戻りましたけれども、帰ったの

は七割ぐらいでしょうか。しかも高齢化が進むわけです。私がかつていた自治

労東京都本部は今でも三宅島と交流しています。 

 ただ、福島のとりわけ原発立地のまちは、いつ戻れるのか。三○年後なのか、

五○年後なのか、 百年後という人もいるわけでありまして、そこに本当に帰る

という希望があってもどうするのかということが大きな課題です。この課題は、

私も参加者の皆さんと一緒に考えていきたいと思います。 

 もう１つ、全農林ということなので、例えば田んぼの除染。マスコミでさま

ざまいわれておりますけれども、本当に除染が可能なのかどうか。私は高校は

農業高校でしたし、田舎にいたときは田んぼの仕事をしておりましたので、今

いわれているような除染の工法ではとても難しいと思っています。その辺も例

えば全農林として正しい情報を発信していただくとか、そういう取り組みもぜ

ひ、可能であればお願いしたいと思います。 

 

【菅沼】どうもありがとうございました。それでは、長時間にわたっていろい

ろありがとうございました。会場の皆さんからのご質問で論点も随分多角的に

なったと思います。最後に、パネリストの方々お二方にまとめといいますか、

これだけは最後に申し上げておきたいというようなことをいただけますでしょ

うか。 

 

 

○「セカンドタウン」の提言 

【山中】一つは、今、伊藤さんがおっしゃった、福島の「帰る」という人たち

をどうするかという話です。実はまとめではなくて、新たな話をしてしまうの

は申しわけないのですけれども。セカンドタウンというのをつくってはどうか

という政策提言をしたいと思っているのです。除染が多分移染というか移すだ

けというわけで、今、政府がやっているのは二段階帰還論で、避難指示を出し

た地域の線量を落としてそこに戻って、そこからだんだん広げていくという手

法ですけれども、双葉八町村の悉皆調査をしますと、皆さんやはり除染に対し

ては余り期待していない。もう一つは、現在の二○ミリシーベルト未満という

安全基準そのものに対する不信感がある。原発の冷温停止状態に対しても不安

感がある。 
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では、どうするか。双葉の周辺だったら帰りたい方がいる。そこに二つ目の

まちをつくったらどうかという提案を今しようとしているのです。例えば土地

保有会社みたいなものをつくって皆さんに土地を提供していただいて、浪江な

ら浪江へ貸してしまうという形で復興住宅街をつくる。雇用創出をするという

ような形でそういうまちを幾つか双葉の周りにつくっていく。そこを中継基地

にしてだんだん帰っていくという方法をとってはどうかという手法です。ただ、

こうしたやり方が制度的に可能かどうか、法的にどうかということは考えなけ

ればなりません。 

 

○避難者自身の組織化が必要 

 もう一つは、帰らない人たち、これは岩手も宮城もいるのですけれども、こ

の人たちを自分で出ていったのだからもういいじゃないというわけにはいかな

いと思います。阪神のときも、推定ですけれども、五万七千人という人たちが

出ていって、いまだに七割が帰れていない。その人たちは現在も戻りたいと思

っているのです。そういう人たちをどうやってふるさととのきずなを結んでい

くのか。そのために全国の支援団体が二百ぐらいあるのですけれども、ネット

ワーク化をして避難者自身の組織化もしていかなければいけない。その人たち

に例えばカードを渡して、それは健康管理の磁気カードも入っているというよ

うな形で長期にわたって健康管理をしていく。そのようなスキームが考えられ

ないかということを提案しようと思っています。そうなってくると、全国的な

組織の支援が当然必要なわけで、日弁連とか日本生協とか、できれば労働組合

なども全国に力をもっていらっしゃるわけですから、ぜひ支援をいただきたい

と思っています。 

 今、全国自治体調査もさせていただいていまして、自治体の皆様が避難者の

支援に対してどのように取り組んでいらっしゃるのか、また、どこが問題だと

思っていらっしゃるのか意識調査をさせていただいていますので、三月三○日

にＮＰＯ組織と一緒にどうしていったらいいかという話し合いをやって、今後、

福島大学と相談をしながら具体的な政策制度の提案をしていきたいと思います。

実際に支援に入るときにはぜひ皆さんのご協力を得たいと思いますので、ひと

つよろしくお願いいたします。以上です。 

 

 

【菅沼】伊藤さん、どうぞ。 

 

○「二重住民登録、バーチャル自治体」構想 

【伊藤】今、福島大学の話が出ましたけれども、福島大学の今井照先生がまだ
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試案的な段階ですが、例えば双葉町などを念頭に、二重住民登録だとかバーチ

ャル自治体というような構想をもっておられます。 

 帰るとか戻るという希望をもった住民の皆さんが、どうやってその希望を持

ち続けられるのか。それを例えば住民登録制度においては、双葉町にも住民登

録して、しかし、これから相当期間住むであろう別のところにも住民登録をす

る。二重住民登録はできないのかどうか。あるいは、先ほど山中さんがご提案

のように、双葉町以外のところで、相当な住民がまとまって住まわれるという

ことになるとすれば、そこも双葉町である、というような、バーチャル自治体

とか仮想自治体というか、そういう提案もされております。 

 これは、恐らく新しい制度を構想しないと対応できないと思います。公務労

協、自治労の方も、全農林をはじめとして国の機関の方もおられるので、その

辺をぜひ皆さんにも考えていただきたいと思います。 

 

【菅沼】どうもありがとうございました。会場の皆さんもありがとうございま

した。コーディネーターというのは損な役割で、しゃべる時間がほとんどあり

ません。最後に二つだけいわせてください。 

 

○役所は私たちの命を守る 

 私も東日本大震災でたくさんのショックを受けました。ショックを受けたこ

との一つに役所というのは、私たちの命を守るものなのだというのに初めて気

がついたことです。恐らく平和な時代に役所の大きな仕事がリスク管理である

ということは多分意識してこなかったのではないか。いい市長と悪い市長を選

ぶときにきちんと選んでおかないと大変なことになるというようなことに気が

ついた。皆さんもよくご存じの南相馬の桜井市長、この間、東京マラソンを走

っていましたけれども、あの人は世界の百人に選ばれたのです。物すごい存在

感。私は練馬区に住んでいますが、申しわけないですけれども、練馬区長の名

前を知らないのです。ほとんど投票に行ったことがないのです。だれがやって

も関係ないやというようなことだったのです。しかし、そういう首長さんと、

それこそお役所の職員さんというのがこういうときこそ頼りになる場面はない。

そのときのために平時からすばらしい首長さんとすばらしい職員さんになって

いてもらわなければ困る、大変なことになるということです。 

 今日の会場は荒川区内ですが、たまたま西川太一郎さんという区長さんが最

近発言されています。「おれもちょっと危機感を感じた。首都直下型地震、四年

以内に七○％というので、みんなもちょっと感じてくれや」みたいなことをさ

らりとおっしゃっていましたけれども、あの区長さんもそれだけ少し変わった。

役所の方も少し変わるというようなことで、「少し前に出ただけで助かるお年寄
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りがどれだけふえるか」というようなことを西川太一郎さんがおっしゃってい

ました。 

 

○職員の皆さんに期待 

 もう一つ。今、私がたまたま取材を進めているテーマとしてインフラの老朽

化があります。これは恐らく皆さんがそれぞれかかわっておられる。先ほど水

道の方がおられましたけれども、橋や水道、一般的な箱物が専ら東京オリンピ

ック前後に建てられたものが多くて、それぞれ五○歳になんなんとしている。

老朽化をしてきて、更新の時代を一斉に迎えるのですけれども、ほとんどお金

を積み立てていなかったり、水道料金にはね返ってきたりする。橋は間もなく

落ち始めるはずなのですけれども。アメリカでは三○年前にもう落ちている。

この間の大震災のときに大震災のせいばかりではなくて落ちたところがあるの

ですけれども、同じような話がこれから一斉に出てくるというときに、増税分

は全部社会保障にとられていく時代ですから予算もほとんどないのです。そう

いうときにさっき伊藤さんがおっしゃった専門家、橋が危ないかどうかみる専

門家というのは市町村にはほとんどいないのです。土木課に聞いてもいない。

水道インフラも上水道、下水道ともにこれから膨大な予算がかかるはずです。

図書館も公民館もさっき耐震の話が出ていましたけれども、耐震工事が間に合

っていないというのは皆さんご存じのとおり。予算が追いつかないということ

になっていることは恐らくその部署におられる方ならば気がついておられると

思います。 

 こういう時代の中で、先ほど伊藤さんがおっしゃった専門職員というのが物

すごく重要なことになる。そういう方が同僚の方々をテーマごとにいろいろ引

っ張り、かつＮＰＯを引っ張り、我々を引っ張ってくれるというような非常に

頼りにされる存在であると思います。 

パネリストのお二人、質問いただいた皆様ありがとうございました。 

 最後に、花村さんにマイクをお返しいたします。 

 

【花村】コーディネーターを務めていただきました菅沼さん、パネリストをお

務めいただきました山中さん、伊藤さん、本当にありがとうございました。 

 さて、最後になりますが、本日のまとめをさせていただきます。 

 シンポジウムでは、災害が起こる前から、つまり平常時からの準備が大事で

あること。上から目線の復興ではなくて、水平の視点が大事であること。そし

て、上下の関係ではなくて、横の関係が重要だというお話をいただいたところ

でございます。労働組合は、職場の縦のラインに対する横のつながりです。そ

して、公務労協は国家公務員、地方公務員、独法職員、そしてＪＰの皆さんな
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ど、横でつながっています。国民や住民の皆さんが安心して暮らせ、働くこと

のできる社会づくりのために、私ども公共サービスに携わる労働組合、そして

公務労協としての役割を果たすことが求められていると考えております。 

 あわせて、私どもが職員として国民や住民の皆さんの声を集約し、コーディ

ネートし、また、ともに社会づくりや地域づくりを進めていく、そういったこ

とが求められていると考えているところです。 

 菅沼さんから最後におっしゃっていただきましたとおり、今、私ども公共サ

ービスに携わるものへの期待が高まっているところです。「良い社会をつくる公

共サービスキャンペーン」を積極的に進める、今そういう時期が来たと思って

おります。ぜひとも運動を積極的に進めてまいりましょう。 

 終わりになりますが、本日の集会とシンポジウムを基点といたしまして、全

国各地でさらに一層運動を進めること、加えて今日ご参加の皆さんに感謝を申

し上げまとめとさせていただきます。ありがとうございました。 

 

 

 

                           


